
札

（道路・河川・公園・区画整理・水道・下水道・交通）

良質な社会資本と環境を未来へ引継ぐために

札幌市公共工事環境配慮
ガイドライン

土木工事

令和 6 年 1 月

札 幌 市



はじめに

 土木、建築等の公共工事は、都市の急速な発展にともない、市民生活の基盤となる社会

インフラの整備をする上で重要な役割を担ってきました。また、近年の国際化、情報化、

少子高齢化などの時代の流れを受け、公共工事においても高度化、多様化する市民のニー

ズに沿った対応が求められています。

 一方、地球温暖化や廃棄物問題の深刻化を背景に、市民の環境保全への意識は近年一層

高まってきています。

 また、近年、開発や開拓等の影響により自然淘汰を大きく上回るスピードで生物の絶滅

が進んでおり、失われつつある生物多様性の保全と資源の持続可能な利用が喫緊の課題と

なっています。

 このような中で、社会資本を整備する公共工事は、必然的に自然環境や生物多様性に対

し影響を与えるものであることから、市民の関心も非常に高く、その実施にあたっては、

できる限り環境への負荷を低減し、市民の理解と社会的合意の形成に努めていく必要があ

ります。

 これらの状況を踏まえ、本ガイドラインは、公共工事のうち、土木（道路・河川・公園・

水道・下水道）工事における環境配慮の基本的な指針として、工事（事業）の計画から供

用にいたる各段階で、環境への影響や対策を検討し実施すべき配慮事項について取りまと

めました。

 また、本ガイドラインの内容については、ＰＤＣＡの流れに従い、常にチェック、見直

しを行い，公共工事における環境負荷の低減を目指して継続的に改善してまいります。

令和 6 年 1 月

ＥＭＳプロジェクト（土木工事）
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【目 的】

総 則

● 本ガイドラインの目的

 本ガイドラインは、土木工事における環境配慮の基本となる指針であり、環境への負荷

を継続的に低減することを目指している。また、これは、札幌市環境マネジメントシステ

ムを構築・運営していくうえでの基本的な姿勢を明確にした『環境方針』に沿うとともに、

札幌市環境影響評価条例に基づく環境配慮指針を踏まえ策定したものである。

● 対象及び適用

 本ガイドラインは、札幌市工事施行規程（平成４年３月３０日付訓令第４号）第２条第

１号に定める工事及び第３号に定める設計等（いずれも建築・プラント工事及び除排雪・

融雪は除く）を対象とし、これら工事の実施を担当する工事等担当部及び本市公営企業等

の公共工事を担当する部において適用することとする。

● 適用に当たって

 本ガイドラインの対象となる工事及び設計等においては、後述の環境配慮事項を検討し、

技術的、経済的に困難な場合を除き確実に実施しなければならない。さらに、環境配慮事

項の検討，実施の結果については、チェックリスト等を活用し常に確認，評価を行い、環

境配慮への取り組みの継続的な改善に活用していくものとする。

 土木工事における環境配慮の

 基本となる指針                  

〔ＥＭＳ目的・目標・実施計画〕

ガイドラインを具体的に運用するための手順書

ガイドラインの位置付け

３

札幌市『環 境 方 針』

札幌市環境影響評価条例 

公共工事環境配慮ガイドライン

運 用 マ ニ ュ ア ル

環 境 配 慮 指 針



【基本的な考え方】

環境配慮の実践

適切な環境配慮を実践するため、さまざまな要素が関連しあう環境の特性を考慮し、事

業の過程を以下の４つの段階に分け、それぞれに応じた環境配慮に取り組む。

●計画段階 ●施工段階

最も効果的な環境配慮はあらかじめ影響    計画や設計における環境配慮事項に沿

 を回避することであり、計画段階では特    った施工計画をたて、工事関係者と一

 にこの観点を重視して検討を行い、基本    体となって環境に配慮した施工を実施

計画や実施計画へ反映させる。        する。

●設計段階 ●供用段階

 計画段階での配慮事項を実現するために    実施した環境配慮事項の現状を確認し、

 より詳細な検討を進めるとともに、建設    環境阻害要因が見受けられる場合には

リサイクルの推進に当たっては、特に排    適切な措置を講じるとともに、以後の

出抑制を重点的に検討し、設計に反映さ 事業への反映を図るため留意点等を引

せる。さらに施設の長寿命化に配慮した    き継ぐ。

設計を行う。                   

ガイドラインへの反映

次の事業への反映

         け                   

当該事業の

環境配慮事項の

選択ならびに実施

                公共工事の環境配慮の流れ

４

ガイドライン

各段階での環境に

配慮すべき事項を

具体化

供  用

実  施

チェック

各段階毎にチ

ェック・評価

施  工

設  計

計  画

見直し

評価の結果に

基づき見直し



【具体的な取り組み】

各段階における環境配慮事項

 各段階で取り組む環境配慮事項は以下のとおりであり、適切な環境配慮を実践するため、

必ずこれらについて検討し、技術的、経済的に困難な場合を除き、確実に実施しなければ

ならない。

●計画段階                                   

 ○生活環境への配慮            ○既存施設の有効利用 

・周辺環境状況の把握          ○文化遺産等の保全

  ・良好な生活環境の保持         ○省エネルギー、省資源の推進

○自然環境・生物多様性への配慮      ○自然エネルギーの有効活用

 ・周辺環境状況の把握          ○施設の長寿命化対策

  ・動植物の生息環境の保全・創出

○人と自然との触れ合い環境への配慮

・周辺環境状況の把握

・景観、緑や水辺の保全・創出

●設計段階                                   

○生活環境への配慮            ○人と自然との触れ合い環境への配慮

 ・水質汚濁の防止             ・景観、緑や水辺の保全・創出

・騒音・振動・悪臭の発生抑制      ○省エネルギー、省資源の推進

  ・土壌汚染（地下水汚染）の抑制     ○再使用・再生資材の利用推進

  ・地盤沈下の防止            ○建設副産物の排出抑制、再資源化・

・日照障害、電波障害の防止・抑制     縮減の推進

・大気汚染の防止            ○建設廃棄物の適正処理・処分の推進

 ○自然環境・生物多様性への配慮

 ・動植物の生息環境の保全・創出

●施工段階

○設計段階における環境配慮事項の確    ○環境に関する苦情の要因となる行為

実な実施                 の防止・抑制

○工事関係者の環境意識の向上        

●供用段階

 ○実施した環境配慮事項の現状確認     ○改善が必要な場合の適切な措置の検

○配慮結果の以後の事業への反映       討、実施

５



【確認と評価】

環境負荷の継続的な低減に向けて

 環境負荷を継続的に低減していくためには、取り組みに対する確認と評価を行うことで

常に結果を検証し、次の取り組みに生かすことが重要である。

●個々の工事（事業）における取り組み

公共工事における環境負荷を継続的に低減するため、職員（各担当者）は工事(事業)

の実施に際して前述の環境配慮事項に確実に取り組み、さらに、それらが達成（検討、

実施）されたか、または達成できなかったかを、チェックリスト等を活用し確認しなけ

ればならない。 

また、記入されたチェックリストは、その結果を評価し、環境配慮に対する取り組み

を常に検証することで、継続的な改善に活用していくものとする。

●全体としての取り組み

個々の取り組みの集積結果として得られる、例えば、建設副産物実態調査等による数

的な指標については、これを局、全市のそれぞれの段階で評価し、必要に応じその結果

を個々の工事における取り組みにフィードバックしなければならない。

そこで、各実施部局は、次頁に示す「建設リサイクル推進計画２０２０」を参考に、

具体的な目標値を定め取り組んでいくものとする。

※EMS プロジェクト(土木工事)では、特に建設発生木材・建設発生汚泥・建設発生土につ

いてリサイクル推進を目標とする。

継続的な改善への取り組み

６

継続的な改善
ＡCTION

（見直し）

ＰLAN

（計画）

 ＣHECK 

 （点検）

Ｄ Ｏ

 （実施）



〔参 考〕

各 計 画 の 目 標 値（達 成 基 準 値）

対 象 品 目 

建設リサイクル推進計画２０２０ 

北 海 道 全  国 

2018 年度 

実績値 

2024 年度 

達成基準値 

2018 年度 

実績値 

2024 年度 

達成基準値 

再資源化率 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 98.5％ 99％以上 99.5％ 99％以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 98.0％ 99％以上 99.3％ 99％以上 

再資源化・縮減率 

建設発生木材 93.3％ 95％以上 96.2％ 97％以上 

建設汚泥 85.4％ 85％以上 94.6％ 95％以上 

建設混合物（参考指標） 7.9％ - 63.2％ - 

建設廃棄物全体 94.9％ 96％以上 97.2％ 98％以上 

建設混合廃棄物排出率 

建設混合廃棄物 1.7％ 2.0％以下 3.1% 3.0％以下 

建設発生土有効利用率 

建設発生土 81.6％ 80％以上 79.8％ 80％以上 

注：各品目の目標値(達成基準値)の定義は次のとおり 

《再資源化率》 

・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化された量と工事間利用された量の合計

の割合 

《再資源化・縮減率》 

・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化及び縮減された量と工事間利用された

量の合計の割合 

《建設混合廃棄物排出率》 

・全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合 

《建設発生土有効利用率》 

・建設発生土発生量に対する現場内利用及びこれまでの工事間利用等に適正に盛土された

採石場跡地復旧や農地受入等を加えた有効利用料量の合計の割合 

７



【補足事項】

確かな取り組みのために
●公共工事に係る環境関連法令等の遵守

（１）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

平成 14 年５月 30 日に施行され、特定建設資材の分別解体の実施、特定建設資材

廃棄物の再資源化の実施、対象建設工事の事前届出（国、地方公共団体が施工主体

の場合は通知）が義務付けられた。

※特定建設資材：①コンクリート、②コンクリート及び鉄からなる建設資材

③木材、④アスファルト・コンクリート

（２）国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）

平成 13 年４月１日に施行され、国等の機関にグリーン購入を義務付けるととも

に、地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めている。

    そこで、本市では札幌市グリーン購入基本方針を定め、さらに、この方針に基づ

くグリーン購入を効果的に推進していくためのガイドラインを策定した。

EMS プロジェクト(土木工事)では、グリーン購入ガイドラインに沿って、局、全市それぞ

れの段階で評価するとともに、各局毎に目標を設定し取組の推進を図る。

※グリーン購入：製品やサービスを購入する際に、環境への負荷ができるだけ少な

いものを選んで購入すること。

（３）その他の主な法令、及び札幌市条例

  ・環境基本法（環境保全に関する基本理念）

・循環型社会形成推進基本法（循環型社会の構築に関する枠組法）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律［廃棄物処理法］（廃棄物の適正処理）

・資源の有効な利用の促進に関する法律[資源有効利用促進法］(リサイクルの推進) 
・自然公園法・北海道立自然公園条例（国立公園等の保護）

・自然環境保全法・北海道自然環境等保全条例（自然環境の保全）

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律［鳥獣保護法］（鳥獣の保護）

・生物多様性基本法（生物多様性の保全）

・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律［種の保存法］（希少野生動植物種の保存）

・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律［外来生物法］（特定外来生物の規制）

・北海道生物の多様性の保全等に関する条例（指定希少種の保護、指定外来種の防除）

・文化財保護法（文化財・天然記念物の保存）

  ・札幌市環境基本条例 ・札幌市生活環境の確保に関する条例（旧「公害防止条例」） 

・札幌市環境影響評価条例 

  ・札幌市緑の保全と創出に関する条例（緑の保全と創出）

  ・森林法（森林の保全）

  ・上記の施行令、規則等

８



●環境配慮の周知・啓発

    ＥＭＳプロジェクト（土木工事）は、職員が環境配慮の必要性を十分に理解し、自ら

が環境配慮に取り組むよう、本ガイドラインの趣旨・内容について周知する。

  工事仕様書の中に環境配慮事項を具体的に盛り込み、請負者に環境負荷低減に向けた

取り組みを指示する。併せて、工事関係者に環境配慮についての札幌市の取り組みを説

明し、その実施について周知徹底する。また、普段から環境に配慮するよう啓発する。

●運用マニュアル等の作成

  本ガイドラインを確実に運用していくため、各実施部局の業務形態に即した手順等を

示す運用マニュアル（チェックリストを含む）等を作成しなければならない。

９
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＜参考＞

本ガイドライン記載の環境配慮事項（５頁）をチェック項目として作成したものであり、実際の運用に当たっては、

創意工夫の上、実施部局の業務形態に即したチェックリストを、供用段階も含め作成すること。

公共工事環境配慮チェックリスト〔計画〕

２ 対策をした（具体策を記入）

自然エネルギーの有効活用を図る
よう努める。

施設の長寿命化を図るよう努め
る。

生
活
環
境
へ
の
配
慮

自
然
環
境
・
生
物
多
様
性

へ
の
配
慮

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い

環
境
へ
の
配
慮

良好な生活環境が保たれるよ
う努める。

周辺環境状況の把握に努め
る。

動植物の生息環境を保全・創
出するように努める

周辺環境状況の把握に努め
る。

地域を特徴づける景観、身近
に触れ合える緑や水辺を保
全・創出するよう努める

周辺環境状況の把握に努め
る。

２ 対策をした（具体策を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

１ 該当しない

２ 対策をした（具体策を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

１ 該当しない

２ 対策をした（具体策を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

１ 該当しない

１ 該当しない

２ 対策をした（具体策を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

１ 該当しない

計

画

２ 対策をした（具体策を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

１ 該当しない

２ 対策をした（具体策を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

１ 該当しない

２ 対策をした（具体策を記入）

１ 該当しない

２ 対策をした（具体策を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

２ 対策をした（具体策を記入）

１ 該当しない

２ 対策をした（具体策を記入）

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

１ 該当しない

実施状況（具体策、理由等はすべて複数回答可）
分
類

考えられる配慮内容（例）項　目

指標種などの動植物調査、交
通公害調査、環境影響評価条
例の該当確認など。

既存施設を有効利用した施設
計画 など。

埋蔵文化財調査の実施 な
ど。

既存施設の有効利用を図るよう努
める。

文化遺産等の保全に努める。

省エネルギー、省資源を図るよう
努める。

保全対象への影響を最小限に
抑える立地選定、緩衝緑地の
設置、公共用水域の水質保全
など

法令等による保全地域の有無
確認、動植物調査、希少生物
の生息・生育状況の把握など

既存の自然環境への影響を最小限
に抑える立地選定、工事影響範囲
における自然環境の復元、市街地
における緑化の実施、動物の移動
ルートの確保、指標種の選定とそ
の生息環境への配慮など

市民等に親しまれている眺
望、公園など日常的に自然と
の触れ合いの場として利用さ
れている緑や水辺の有無確認
など

眺望場所の保全、眺望を遮ら
ない立地・施設計画、良好な
景観の創出、自然との触れ合
いの場へのアクセスルートの
確保など

施設の変更・再利用に配慮し
機能の変化に対応可能な施設
計画、耐久性に優れた材料・
工法の採用、更新に配慮した
材料・工法の採用など。

未利用エネルギーの利用、副
産物の利用、リサイクル計画
書の作成など。

３ 対策をしなかった（影響が極めて少ない等・理由を記入）

自然流下方式（上下水道な
ど）の採用、ソーラーシステ
ムを使用した施設の採用な
ど。

１ 該当しない
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